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目的 

（目的） 

第１条 この条例は､犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号｡以下｢法｣とい

う｡）に基づき､市における犯罪被害者等の支援に関する施策に関し必要な事項を定め

ることにより､犯罪被害者等の心に寄り添い､権利利益を保護し､もって市民が安全で

安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、本条例の内容を要約するとともに、その目的を規定したものです。 

 

２ 説明 

だれもが､ある日突然犯罪被害者やその家族､遺族になり得る恐れがあります｡犯

罪被害者等は､生命を奪われ､家族を失い､障害を負わされ､財産を奪われるといっ

た直接の被害に加え､周囲の無理解による配慮に欠けた対応による間接的な被害に

も苦しめられます｡このような状況の下､平成１６年に犯罪被害者等基本法が制定

され､犯罪被害者等に対する支援等に関し､国､地方公共団体及び国民の責務が明記

されました｡ 

   本条例は､犯罪被害者等の権利利益の保護を図るために､市、市民及び事業者の責

務を明確にするとともに､犯罪被害者等のための総合的な施策を推進するもので

す｡ 

   法に定める基本理念を実現するために､条例の制定は､市としての意思を住民の

皆様に明確に示すとともに､市民に対し､犯罪被害者等及びその支援について関心

を喚起し､幅広い参加を促し､市としても条例に基づいて犯罪被害者等のための施

策を行う姿勢を示し､市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するこ

とを目的としています｡ 
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定義 

（定義） 

第２条 この条例において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めるところ

による｡ 

(1) 犯罪等 法第２条第１項に規定する犯罪等をいう｡ 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって､市

内に住所を有するものをいう｡ 

(3) 二次的被害 犯罪被害者等が､ひぼう中傷又は報道等により正当な理由なく受け

る経済的な損失､精神的な苦痛､心身の不調､プライバシーの侵害その他の犯罪等に

関して間接的に生じた被害をいう｡ 

(4) 市民 市内に居住し､通勤し､通学し､又は滞在している者及び市内において事業

活動を行っている者をいう｡ 

(5) 事業者 犯罪被害者等を雇用する市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個

人をいう｡ 

(6) 関係機関等 国、岐阜県、岐阜県警察本部その他の関係機関及び犯罪被害者等に

対する支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

 

１ 趣旨 

   本条は本条例における用語の定義を規定したものです。 

 

２ 説明 

   第１号の「犯罪等」とは､犯罪被害者等基本法第２条第１項と同様に犯罪及びこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。 

   第２号の「犯罪被害者等」とは、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は

遺族であって､市内に住所を有するものをいいます。犯罪被害者等基本法第２条第

２項と同様に犯罪被害者本人だけでなく､家族及び遺族も含めています｡条例にお

ける市の責任範囲を明確にする趣旨で､市内に住居を有する者に限定しておりま

す｡ 

第３号の「二次的被害」とは、犯罪被害者等が､ひぼう中傷又は報道等により正

当な理由なく受ける経済的な損失､精神的な苦痛､心身の不調､プライバシーの侵害

その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいいます。犯罪被害者等にとって､

二次的被害の苦しみは極めて大きいので､二次的被害について明記することで､そ

の存在を知らしめ､予防効果も期待します｡犯罪被害者等が受ける被害は､加害者の

みならず､第三者の行為によっても生じうるものであることを明確にしておりま

す｡ 

 



4 

 

第４号の「市民」とは､市内に居住し､通勤し､通学し､又は滞在している者及び市

内において事業活動を行っている者をいいます。 

第５号の「事業者」とは、犯罪被害者等を雇用する市内で事業活動を行う法人そ

の他の団体又は個人をいいます。 

第６号の「関係機関等」とは、国、岐阜県、岐阜県警察本部その他の関係機関及

び犯罪被害者等に対する支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関

係するものをいいます。 

 

 

市の責務 

（市の責務） 

第３条 市は､法第３条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し､関係機関等

との適切な役割分担を踏まえ､相互に連携を図りながら､犯罪被害者等のための施策

を実施するものとする｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、犯罪被害者等への支援に関し、市の責務について規定したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等に対する途切れない支援のため､犯罪被害者等基本法第３条にのっ

とり、関係機関等がお互いに連携して､支援する総合的な体制を整えることが極め

て重要であると考えております｡ 

 

 

参照条文 

○犯罪被害者等基本法 

（基本理念） 

第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障さ

れる権利を有する。 

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その

他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営

むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよ

う、講ぜられるものとする。 

 

 



5 

 

 

市民の責務 

（市民の責務） 

第４条 市民は､犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの

重要性についての理解を深め､市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施

策に協力するよう努めなければならない｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、犯罪被害者等への支援に関し、市民の責務について規定したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等は､地域に生活する一市民であり､その支援を実効的なものとする

ためには､地域の市民の協力が必要不可欠です｡また､犯罪被害者等は､事件による

直接の被害だけでなく､周囲の人の無理解等によって二次的被害を受ける場合があ

ることがわかっています｡そのため､市だけではなく､犯罪被害者等を取り巻く市民

に対して二次的被害の発生防止に努めるなど理解を深めていただき､市や関係機関

等が実施する施策に協力することを責務として規定しております。 

 

 

事業者の責務 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は､犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援すること

の重要性についての理解を深め､市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための

施策に協力するよう努めなければならない｡ 

２ 事業者は､犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができる

よう､その就労及び勤務について､十分に配慮するよう努めなければならない｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、犯罪被害者等への支援に関し、事業者の責務について規定したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等が被害に係る刑事手続､損害賠償請求等の手続（民事）に適切に関

与することができるようにするには､勤務先等の理解､協力が不可欠となるため､定

めるものです。 
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相談及び情報の提供等 

（相談及び情報の提供等） 

第６条 市は､犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

 

１ 趣旨 

   本条は、市が犯罪被害者等に対し相談及び情報の提供等を行うことについて規定

したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等が直面している各般の問題について､相談及び情報の提供等を実施

することを規定するものです｡犯罪被害者等は突然犯罪に巻き込まれ､混乱の中に

いるのであり､相談及び情報の提供は､犯罪被害者等の多種多様な支援への入り口

となるものです｡ 

    

 

経済的負担の軽減 

（経済的負担の軽減） 

第７条 市は､犯罪被害者等が日常生活及び社会生活に支障をきたすことがないよう､

犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な経済的な助成に関する情報

の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする｡ 

  

１ 趣旨 

本条は、市が犯罪被害者等に経済的負担の軽減を図ることを規定したものです。 

 

２ 説明  

   犯罪被害者等は､犯罪等による身体的､精神的被害だけでなく､医療費や引っ越し

を余儀なくされる等の経済的負担が発生したり､就労が困難になる等して､日常生

活にも支障をきたしたりすることがあります｡そのような状況の中､犯罪被害者等

の多くは､様々な制度に関する情報が伝わっていないため､結果として必要な支援

が受けられずにいることが推測されます｡そのため､犯罪被害者等の経済的負担の

軽減を図るために必要な施策や助成制度について､市が情報提供などを講ずること

を定めるものです。 
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人材の育成等 

（人材の育成等） 

第８条 市は､相談､助言､日常生活及び社会生活の支援その他の犯罪被害者等の支援

を担う人材を育成するために､犯罪被害者等支援に係る研修その他の必要な施策を講

ずるものとする｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、市が犯罪被害者等の支援を担う人材を育成することを規定したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等へは､被害直後から総合的かつ計画的な支援が必要です｡適切な相

談対応､助言､支援を行うためには､犯罪被害についての専門的人材の育成が重要で

あり､研修等を通じ､正確な知識や情報を修得するとともに､犯罪被害者等の置かれ

ている状況や支援の重要性を理解することが必要であるため､市の職員､民間支援

団体その他関係者等に対し､研修の実施等の施策を講ずることを定めております｡ 

 

 

市民及び事業者の理解の増進等 

（市民及び事業者の理解の増進等） 

第９条 市は､市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況､二次的被害の発生

の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めること

ができるよう､広報及び啓発を行うものとする｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、市民及び事業者が犯罪被害者等の支援について理解ができるよう、市が

広報及び啓発を行うことを規定したものです。 

 

２ 説明 

 犯罪被害者等の支援や二次的被害防止のためには､市民及び事業者が犯罪被害者

等についての理解を深めることが重要です｡そのためには､市が､市民及び事業者に

対し､犯罪被害者等に関する情報の提供､啓発活動､教育の充実等を行うことが必要

です｡ 
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民間支援団体等に対する支援 

（民間支援団体等に対する支援） 

第１０条 市は､犯罪被害者等を支援する民間団体等が適切かつ効果的に犯罪被害者等

の支援を推進できるよう､必要な施策を講ずるものとする｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、民間支援団体等が犯罪被害者等の支援を推進できるよう、市が必要な施

策を行うことを規定したものです。 

 

２ 説明 

   犯罪被害者等基本法第２２条（民間の団体に対する援助）に基づくものです｡民

間支援団体等が犯罪被害者等の支援に果たす役割の重要性にかんがみ､民間支援団

体等への支援について規定します｡ 

    

 

委任 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか､この条例の施行について必要な事項は､規則

で定める｡ 

 

１ 趣旨 

   本条は、この条例に規定されている事項の他に､本条例の施行に関し必要な事項が

ある場合､別に定めることを規定しています｡ 


